
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

二

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

三

し
ゆ
ん

�
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可

（
土
木
監
理
課
）

�
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

四

�
道
路
の
供
用
開
始

（

〃

）

五

�
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
二
件
）

（
港

湾

課
）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

八

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出

（

〃

）

九

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
都
市
計
画
課
）

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表
（
三
件
）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第８０号

平 成１５年

１０月１０日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃〃〃

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

〃

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス

〃

英
知
出
版
�

〃

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

�
メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

雑
誌
コ
ー
ド

１４００３
－
１０

１２２０３
－
１０

０８５１３
－
１０

１４０７７
－
１０

１８１８６
－
１０

１３３１９
－
１０

０６６３５
－
１０

０３７９７
－
１０

６１８１０
－
７１

０７６７９
－
１０

０８１６９
－
１０

０７４８３
－
１０

図
書

名

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
Ｎ
o．２３３

１０
月
号

お
と
な
の
特
選
街

Ｎ
o．１５１
１０
月
号

Ｍ
erＦ
re
B
O
M
B
ER

N
U
M
B
ER－

０２９
１０
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
special

N
U
M
B
ER－

123１０
月
号

TH
E
PO
W
ERFU

L
VO
L．１０

別
冊
Ｇ
Ｏ
Ｎ
！
１０
／
１
増
刊

K
EITAI

B
AN
D
ITS

vol．２８
１０
月
号

Ｄ
r．
ピ
カ
ソ

Ｎ
o．１０３
１０
月
号

G
O
K
U
H

Ｎ
o．１４７
１０
月
号

D
VD
M
AG
AZIN

E
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
！
極
技

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

Ｎ
o．２３４
１０
月
号

ホ
イ
ッ
プ

Ｎ
o．４５

１０
月
号

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
vol．１３７
１０
月
号

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

指
定
年

月
日

平成十五年十月三日

指
定

番
号

１５９

１６０

１６１

１６２

１６３

１６４

１６５

１６６

１６７

１６８

１６９

１７０

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第

四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

平
和
出
版
�

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

�
永
田
社

ワ
ニ
マ
ガ
ジ

ン
社

�
Ｍ
Ｃ
プ
レ

ス辰
巳
出
版
�

若
生
出
版
�

鉄
人
社

�
セ
ブ
ン
新

社

１３７１０
－
１０

０３２９９
－
１０

０６４６３
－
１０

０１４５５
－
１０

０６３４５
－
１０

１３９９２－１０／１

０２５９１
－
１０

０１８０５
－
１０

１９６１５
－
９

コ
ン
色
グ
ミ

SPEC
IAL

コ
ン
色
グ
ミ
１０
月
増
刊

C
ream

Ｎ
o．１３５

月
刊
ク
リ
ー
ム
１０
月
号

Ｄ
Ｘ
ビ
デ
オ
＆
Ｄ
Ｖ
Ｄ
１０
月
号

Stinger
Ｖ
ol．２６１
１０
月
号

Ｄ
Ｖ
Ｄ

Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｕ
Ｘ
１０
月
号

バ
ズ
ー
カ
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
Ｎ
o．１２

C
O
M
IC
バ
ズ
ー
カ
１０
月
号
増
刊

実
話
カ
ル
ビ
PO
W
ER
１０
月
号

裏
モ
ノ
JAPAN

１０
月
号

恋
愛
美
人

９
月
号

〃〃〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌〃雑
誌

コ
ミ
ッ

ク
誌

１７１

１７２

１７３

１７４

１７５

１７６

１７７

１７８

１７９

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
七

七
五

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
七

七
五

設

三
七
七
〇
一

〇
二
六
一
八

マ
オ
カ
病
院
・
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

高
松
市
瓦
町
一
丁
目
一
二

番
地
四
五
マ
オ
カ
病
院
内

・
四
Ｆ

医
療
法
人
社
団
弘
徳
会

理
事
長

満
岡
文
弘

高
松
市
瓦
町
一
丁
目
一
二

番
地
四
五
マ
オ
カ
病
院
内

・
四
Ｆ

〃

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
一

〇
二
六
二
六

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
そ
よ
風

高
松
市
多
肥
上
町
五
〇
四

番
二

有
限
会
社
そ
よ
風

代
表
取
締
役

中
川
匡

高
松
市
福
岡
町
三
丁
目
一

五
番
三
八
号

〃

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
五

〇
〇
三
八
一

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
風
生
観
音

寺観
音
寺
市
瀬
戸
町
三
丁
目

二─

一
四

有
限
会
社
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

風
生

代
表
取
締
役

井
村
艶
子

高
松
市
御
厩
町
六
四
九
番

地

〃

訪
問
介
護

三
七
七
一
五

〇
〇
六
八
七

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
あ
い

む綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
四

八
二─

一

社
会
福
祉
法
人
柊
会

理
事
長

高
畠
敏
史

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
五

二
〇─

一

〃

特
定
施
設

入
所
者
生

活
介
護

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

申
請
者
（
開
設
者
）
の

名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
一
一
六

一
〇
七
四
五

医
療
法
人
社
団
た
け
お
会

岩
佐
病
院

医
療
法
人
社
団
た
け
お
会

理
事
長

岩
佐
隆
文

平
成
十
五
年

十
月
一
日

介
護
療
養

型
医
療
施

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
九
四
一

三
〇

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
リ
ベ
ラ
ル
サ
ン
シ

ャ
イ
ン

社
会
福
祉
法
人
サ
ン

シ
ャ
イ
ン
会

小
豆
郡
池
田
町
大
字

平
成
十
五
年

十
月
一
日

身
体
障
害
者
短
期

入
所

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
ゆ
ん

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
さ
ぬ
き
市
建
設
部
用
地
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

し
ゆ
ん

一

竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
一
日

し
ゆ
ん

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市

さ
ぬ
き
市
志
度
五
三
八
五
番
地
三

さ
ぬ
き
市
長

赤
澤
申
也

三

埋
立
区
域

１

位
置

さ
ぬ
き
市
志
度
字
午
ノ
背
四
六
一
四
番
六
四
地
先
公
有
水
面
（
通
称
津
村
中
池
）
の
一
部

２

区
域

別
図
の
と
お
り

３

面
積

六
八
四
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

免
許
年
月
日

平
成
五
年
十
月
六
日

２

免
許
番
号

五
監
Ａ
第
一
○
七
号

（
「
別
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

起
業
者
の
名
称

三
野
町

二

事
業
の
種
類

史
跡
宗
吉
瓦
窯
跡
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

三
豊
郡
三
野
町
大
字
吉
津
字
宗
吉
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
付
け
で
三
野
町
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
史
跡
宗
吉
瓦
窯
跡
整
備
事
業
（
以

下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

小
豆
郡
池
田
町
大
字

蒲
生
字
東
脇
甲
三
五

〇
番
地

蒲
生
字
東
脇
甲
三
五

〇
番
地

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
九
三
一

四
九

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の

ぞ
み

さ
ぬ
き
市
長
尾
名
一

〇
四
番
地
四

社
会
福
祉
法
人
長
尾

福
祉
会

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

三
二
番
地

平
成
十
五
年

十
月
一
日

知
的
障
害
者
地
域

生
活
援
助

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

三



１

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
そ

の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足

す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
三
野
町
は
、
す
で
に
用
地
取
得
に
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る

の
で
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

�

本
件
事
業
は
、
国
指
定
史
跡
で
あ
る
「
宗
吉
瓦
窯
跡
」
を
活
用
し
て
、
そ
の
周
辺
地
に
、
史
跡

の
学
習
理
解
が
深
め
ら
れ
る
展
示
解
説
を
行
う
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
ゾ
ー
ン
及
び
古
代
植
生
の
復

元
、
景
観
の
保
全
等
を
行
い
町
民
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
提
供
す
る
史
跡
活
用
ゾ
ー
ン
の

整
備
を
行
う
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
校
外
学
習
に
活
用
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
広
く
一
般

住
民
に
生
涯
学
習
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
相
当
程
度
高
い
も
の
と
認
め
れ
れ
る
。

�

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
本
件
事
業
の
起
業

地
に
民
家
等
の
建
物
が
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
が
地
域
社
会
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
起
業
地
の
相
当
部
分
に
は
古
代
植
生
の
復
元
の
た
め
の
植
栽
が
行
わ
れ
る

こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

�

本
件
事
業
計
画
が
史
跡
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
価
値
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
起
業
地
は
史
跡
周
辺
地
に
位
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

起
業
地
の
具
体
的
な
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
的
条
件
、
社
会
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
に

基
づ
き
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
史
跡
周
辺
地
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
用
地
を
起
業
地

と
し
て
選
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業
地
を
本
件
事
業
に
用
い
る
こ
と
は
相
当
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
の
範
囲
は
、
必
要
最
小
限
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

�

�
か
ら
�
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄

与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断

さ
れ
る
。

４

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
町
民
の
生
涯
学
習
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
ま
た
史
跡
宗
吉
瓦

窯
跡
の
景
観
の
復
元
と
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
土
地
収
用
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業

の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

三
野
町
教
育
委
員
会
教
育
課

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
十
日
か
ら
同
月
三
十

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
長
尾
大
内
線
（
十
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
木
太
町
字
中
村
一
六
五
七
番
一

地
先
か
ら

前

八
・
〇

〜
一
五
・
八

一
五
〇

香
川
中
央
都

市
計
画
道
路

事
業
に
よ
る

現
道
拡
幅

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
十
日
か
ら
同
月
三
十

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

田
面
富
田
西
線
（
二
百
六
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
十
月
十
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

昭
和
三
十
五
年
香
川
県
告
示
第
百
八
十
九
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
表
の
う
ち
、
讃
岐
阿
波
の

部
三
本
松
港
の
款
須
賀
の
項
は
、
当
該
指
定
を
廃
止
す
る
の
で
、
同
告
示
を
改
正
し
削
除
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

高
松
市
木
太
町
字
中
村
一
六
七
六
番
一

地
先
ま
で

後

八
・
四

〜
二
二
・
〇

一
五
〇

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
字
八
幡
口
三
三
六
〇
番
二

地
先
か
ら

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
字
八
幡
三
四
五
二
番
二
地

先
ま
で

三
・
〇

〜
一
九
・
〇

四
六
〇

平
成
八
年
香

川
県
告
示
第

五
百
十
七
号

で
変
更
し
た

区
域

沿
岸
名

海
岸
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

讃
岐
阿

波

三
本
松

港

須
賀

一

指
定
場
所

東
か
が
わ
市
湊
字
上
所
一
九
七
の
二
五
番
地
に
接
す
る
無

番
地
か
ら
東
か
が
わ
市
三
本
松
一
の
二
番
地
に
接
す
る
無
番

地
ま
で

二

指
定
区
域

基
点
一
か
ら
基
点
五
四
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点

五
四
と
補
助
点
七
と
を
結
ん
だ
線
、
補
助
点
七
か
ら
補
助
点

一
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
補
助
点
一
と
基
点
一
と
を

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ

り
、
角
度
の
表
示
は
、
真
方
位
と
す
る
。
）

基
点
一

三
等
三
角
点
湊
村
（
北
緯
三
四
度
一
五
分
二
・

二
一
秒
、
東
経
一
三
四
度
二
一
分
二
七
・
九
五

秒
）
か
ら
三
二
四
度
四
一
分
○
〇
秒
、
三
三
六
・

六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
二
七
度
○
五
分
一
〇
秒
、
四
・

四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
三
一
一
度
三
九
分
○
〇
秒
、
五
・

二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
九
一
度
四
二
分
一
〇
秒
、
二
〇

・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
二
六
一
度
一
八
分
三
〇
秒
、
一
五

・
○
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
二
五
八
度
三
一
分
五
〇
秒
、
一
九

・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
二
五
一
度
二
六
分
三
〇
秒
、
一
五

・
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
二
四
七
度
○
四
分
二
〇
秒
、
五
四

・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
三
三
七
度
一
四
分
五
〇
秒
、
一
・

三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
二
四
七
度
○
三
分
三
〇
秒
、
一

○
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
二
五
一
度
一
二
分
四
〇
秒
、

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

五



三
二
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
一
九
二
度
四
二
分
一
〇
秒
、

一
六
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
一
七
七
度
四
九
分
○
〇
秒
、

一
六
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
二
六
四
度
五
一
分
三
〇
秒
、

二
五
・
○
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
三
五
一
度
○
八
分
○
〇
秒
、

七
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
三
三
三
度
四
八
分
四
〇
秒
、

一
・
○
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
二
八
一
度
四
五
分
五
〇
秒
、

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
二
七
二
度
二
一
分
○
〇
秒
、

七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
二
五
六
度
一
○
分
一
〇
秒
、

一
三
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
○

基
点
一
九
か
ら
二
四
四
度
四
一
分
一
〇
秒
、

九
・
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
一

基
点
二
○
か
ら
二
三
七
度
四
六
分
五
〇
秒
、

六
九
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
二
四
一
度
一
三
分
一
〇
秒
、

二
○
・
○
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
二
四
四
度
三
六
分
一
〇
秒
、

三
一
・
○
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
二
四
六
度
五
○
分
五
〇
秒
、

二
一
・
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
二
五
五
度
三
四
分
二
〇
秒
、

一
二
・
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
二
六
二
度
五
八
分
二
〇
秒
、

八
・
八
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
二
六
七
度
一
二
分
二
〇
秒
、

五
一
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
二
六
七
度
五
六
分
四
〇
秒
、

一
二
六
・
二
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
二
七
六
度
○
○
分
四
〇
秒
、

三
四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
○

基
点
二
九
か
ら
二
七
七
度
○
四
分
四
〇
秒
、

五
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
一

基
点
三
○
か
ら
二
七
二
度
三
三
分
二
〇
秒
、

五
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
二

基
点
三
一
か
ら
二
七
七
度
五
六
分
五
〇
秒
、

二
一
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
三

基
点
三
二
か
ら
二
七
八
度
三
三
分
一
〇
秒
、

一
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
四

基
点
三
三
か
ら
一
八
九
度
三
○
分
三
〇
秒
、

○
・
六
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
五

基
点
三
四
か
ら
二
七
八
度
一
五
分
○
〇
秒
、

八
・
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
六

基
点
三
五
か
ら
二
八
三
度
二
五
分
二
〇
秒
、

三
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
七

基
点
三
六
か
ら
二
八
五
度
三
九
分
五
〇
秒
、

九
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
八

基
点
三
七
か
ら
二
八
二
度
一
一
分
○
〇
秒
、

一
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
九

基
点
三
八
か
ら
二
八
三
度
○
七
分
四
〇
秒
、

四
八
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
○

基
点
三
九
か
ら
二
八
四
度
五
五
分
五
〇
秒
、

四
五
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
一

基
点
四
○
か
ら
二
八
五
度
四
二
分
一
〇
秒
、

七
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
二

基
点
四
一
か
ら
二
八
六
度
三
八
分
四
〇
秒
、

一
○
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
三

基
点
四
二
か
ら
一
六
度
○
一
分
三
〇
秒
、
一

・
○
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
四

基
点
四
三
か
ら
二
八
六
度
○
二
分
二
〇
秒
、

一
六
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
五

基
点
四
四
か
ら
二
八
六
度
五
七
分
○
〇
秒
、

四
五
・
一
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
六

基
点
四
五
か
ら
二
八
七
度
二
二
分
○
〇
秒
、

三
四
・
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
七

基
点
四
六
か
ら
二
八
七
度
二
八
分
五
〇
秒
、

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

六



●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
六
百
十
二
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
表
の
う
ち
、
燧
灘
の
部
観
音

寺
港
の
款
有
明
の
項
は
、
当
該
指
定
を
廃
止
す
る
の
で
、
同
告
示
を
改
正
し
削
除
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

七
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
八

基
点
四
七
か
ら
二
九
二
度
二
六
分
一
〇
秒
、

一
○
・
○
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四
九

基
点
四
八
か
ら
二
九
七
度
四
四
分
四
〇
秒
、

一
○
・
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五
○

基
点
四
九
か
ら
三
○
七
度
一
○
分
○
〇
秒
、

一
八
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五
一

基
点
五
○
か
ら
三
二
一
度
五
四
分
三
〇
秒
、

一
六
・
○
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五
二

基
点
五
一
か
ら
三
三
二
度
二
一
分
五
〇
秒
、

一
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五
三

基
点
五
二
か
ら
三
三
八
度
二
二
分
○
〇
秒
、

四
七
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五
四

基
点
五
三
か
ら
三
五
三
度
○
九
分
四
〇
秒
、

一
○
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
一
九
度
○
一
分
○
〇
秒
、
一
五

五
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
六
か
ら
○
度
四
三
分
二
〇
秒
、
一
八
九

・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
一
八
か
ら
三
四
六
度
三
二
分
三
〇
秒
、

二
○
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
二
四
か
ら
三
四
七
度
三
一
分
二
〇
秒
、

一
九
○
・
○
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
五

基
点
三
一
か
ら
四
度
五
九
分
一
〇
秒
、
一
八

三
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
六

基
点
五
四
か
ら
一
一
度
一
三
分
二
〇
秒
、
一

二
七
・
○
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
七

基
点
五
四
か
ら
三
三
九
度
三
九
分
一
〇
秒
、

六
○
・
○
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

沿
岸
名

海
岸
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

燧
灘

観
音
寺

港

有
明

一

指
定
場
所

観
音
寺
市
室
本
町
字
新
地
一
三
一
〇
の
二
番
地
か
ら
観
音

寺
市
有
明
町
甲
四
〇
三
九
の
六
番
地
ま
で

二

指
定
区
域

基
点
一
か
ら
基
点
五
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
一

と
補
助
点
一
と
を
結
ん
だ
線
、
補
助
点
一
か
ら
補
助
点
四
を

順
次
に
結
ん
だ
線
、
補
助
点
四
と
基
点
五
と
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ

り
、
角
度
の
表
示
は
、
真
方
位
と
す
る
。
）

基
点
一

三
等
三
角
点
琴
弾
山
（
北
緯
三
四
度
七
分
五
六

・
二
七
秒
、
東
経
一
三
三
度
三
八
分
四
一
・
三
二

秒
）
か
ら
三
三
三
度
五
五
分
五
四
秒
、
六
七
六
・

三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
八
九
度
二
八
分
一
二
秒
、
六
五

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
九
三
度
三
九
分
一
二
秒
、
一
二

二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
五
一
度
三
七
分
四
八
秒
、
一
八

六
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
六
三
度
三
二
分
二
四
秒
、
一
七

七
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
二
八
八
度
〇
六
分
三
三
秒
、
六

〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
一
か
ら
二
八
〇
度
三
九
分
〇
六
秒
、
四

四
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
四
か
ら
二
九
三
度
三
二
分
五
八
秒
、
三

〇
九
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
五
か
ら
二
五
三
度
三
二
分
二
三
秒
、
一

〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

七



●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ

菊
池

京
子

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
二
五
三
四
番
地
五

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
学
生
に
対
し
て
国
際
理
解
教
育
活
動
を
行
い
、
未
来
を
担
う
若
者
の
国
際
人
養
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
谷
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事

業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
）
奥
谷
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
八
日
適
当
と
決
定

し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
南
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
川
東
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
区
画

整
理
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
）
北
川
東
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九

月
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
南
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
町
が
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
（
農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
）
岡
田
地
区
（
室
塚
団
地
）
）
計
画
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
歌
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
町

打
越
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

種

類

理

事

兒
寺

信
夫

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
上
六
九
八
番
地
四
九

平
成
一
五
、
八
、
八

〃

村
山

良
圓

〃

〃

〃

一
七
番
地

〃

〃

横
山

利
夫

〃

〃

〃

六
三
〇
番
地

〃

〃

岩
滝

龍
毅

〃

〃

〃

一
一
六
九
番
地

〃

〃

矢
野

成
昭

〃

〃

〃

九
九
八
番
地
第
二

〃

〃

吉
田

實

〃

〃

〃

一
五
〇
四
番
地
第
一

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

八



〃

矢
野

�

〃

〃

岡
田
下
四
一
四
番
地

〃

〃

澤
野

	
一

〃

〃

岡
田
西
一
一
〇
三
番
地

〃

〃

大
西

健
一

〃

〃

〃

一
〇
〇
六
番
地
第
一

〃

〃

平
尾

延
男

〃

〃

〃

八
九
六
番
地
一
二

〃

監

事

永
森

�
雄

〃

〃

岡
田
下
一
五
三
番
地
五

〃

〃

大
林

敏
明

〃

〃

岡
田
上
二
〇
六
三
番
地
第
二

平
成
一
四
、
一
二
、
二
五

〃

村
山

好
明

〃

〃

岡
田
西
三
五
番
地

平
成
一
五
、
五
、
六

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就

任

年

月

日

種

類

理

事

岩



勳

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
上
五
五
四
番
地

平
成
一
五
、
八
、
九

〃

中
田

進

〃

〃

〃

二
二
二
八
番
地

〃

〃

大
林

俊
春

〃

〃

〃

一
五
四
八
番
地

〃

〃

山
本

勝

〃

〃

〃

五
七
番
地

〃

〃

岩



正
則

〃

〃

〃

一
一
四
二
番
地

〃

〃

横
関

薫

〃

〃

〃

八
四
六
番
地
一

〃

〃

矢
野

�

〃

〃

岡
田
下
四
一
四
番
地

〃

〃

平
尾

延
男

〃

〃

岡
田
西
八
九
六
番
地
一
二

〃

〃

平
尾

通
博

〃

〃

〃

八
七
〇
番
地

〃

〃

香
川

俊
春

〃

〃

〃

一
三
九
三
番
地

〃

監

事

鎌
田

茂
好

〃

〃

岡
田
上
四
三
七
番
地

〃

〃

馬
淵

英
憲

〃

〃

岡
田
下
一
五
五
番
地
一

〃

〃

大
西

長
造

〃

〃

岡
田
西
一
〇
一
五
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
町

打
越
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

変
更
前

役
員
の

氏

名

住

所

後
の
別

種

類

変
更
前

理

事

兒
寺

信
夫

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
上
一
八
六
九
番
地
二

変
更
後

理

事

兒
寺

信
夫

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
上
六
九
八
番
地
四
九

●
香
川
県
公
告
第
六
百
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
高
屋
町
字
川
西
下
一
四
九
八
―
三
及
び
一
五
〇
〇
―
一
一

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
林
田
町
一
八
四
八
番
地
二

三
野

健
一

監
査
委
員
公
表

措
置
の
状
況

監
査
の
結
果
（
対
象
機
関
）

ア
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

指
導
注
意
事
項

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
４３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１５
年
１０
月
１０
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
稠

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

政
策
部
及
び
出
納
局

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１４
年
度

３
措
置
の
状
況

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

九



今
後
は
、
県
道
路
占
用
料
条
例
の
規

定
に
従
い
、
適
正
に
処
理
す
る
。

平
成
１５
年
９
月
分
の
給
与
支
給
時
に

返
納
済
み
で
あ
る
。

平
成
１５
年
９
月
分
の
給
与
支
給
時
に

返
納
済
み
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
１５
年
９
月
分
の
給
与
支

給
時
に
追
加
支
給
し
た
。

占
用
許
可
の
期
間
が
前
年
度
以
前

か
ら
継
続
し
て
い
る
道
路
占
用
料
に

つ
い
て
は
、
平
成
１４
年
４
月
３０
日
ま

で
に
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
処
理
が
遅
延

し
、
納
入
通
知
書
の
発
行
が
そ
の
期

限
を
超
え
て
い
た
。
（
小
豆
総
合
事

務
所
）

イ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

（
ア
）
週
休
日
の
振
替
及
び
半
日
勤
務

時
間
の
割
振
り
変
更
を
週
を
越
え

て
行
っ
た
が
、
勤
務
を
要
す
る
こ

と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
週
に
あ

る
休
日
に
休
日
給
が
支
給
さ
れ
て

い
る
た
め
、
休
日
給
が
支
給
さ
れ

た
時
間
を
差
し
引
い
て
支
給
割
合

１００
分
の
２５
の
超
過
勤
務
手
当
を

支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
差
し
引
か

ず
に
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当

額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
（
政
策
課
）

（
イ
）
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更

を
行
い
、
勤
務
を
割
り
振
ら
れ
た

４
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
場
合

に
は
、
４
時
間
を
超
え
る
時
間
に

つ
い
て
は
、
支
給
割
合
１００
分
の

１２５
の
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す

べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

誤
っ
て
支
給
割
合
１００
分
の
１３５
の

超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い
る

の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

平
成
１５
年
９
月
に
返
納
済
み
で
あ

る
。平
成
１５
年
９
月
に
返
納
済
み
で
あ

る
。平
成
１５
年
５
月
に
返
納
済
み
で
あ

る
。

ま
た
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振

り
変
更
を
週
を
越
え
て
行
っ
た

が
、
勤
務
し
た
４
時
間
に
つ
い
て

支
給
割
合
１００
分
の
２５
の
超
過
勤

務
手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し

て
い
な
い
の
で
、
追
給
す
る
必
要

が
あ
る
。
（
小
豆
総
合
事
務
所
）

ウ
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

定
期
券
に
よ
る
公
共
交
通
機
関
利

用
の
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
経
路
に
通

勤
定
期
の
通
用
区
間
を
含
む
出
張
を

命
じ
、
旅
費
計
算
に
当
た
っ
て
通
勤

手
当
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
調
整
を
せ
ず
誤
っ

た
額
の
旅
費
を
支
給
し
て
い
る
の

で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
小
豆
総
合
事

務
所
）

エ
賃
金
の
支
給
に
つ
い
て

（
ア
）
日
々
雇
用
職
員
の
賃
金
の
支
給

に
当
た
り
、
出
勤
日
数
を
誤
っ
て

算
定
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と

の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
（
広
聴
広
報
課
）

（
イ
）
日
々
雇
用
職
員
の
期
末
賃
金
の

支
給
に
当
た
り
、
欠
勤
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
割
合
を
誤

っ
て
算
定
し
て
い
る
の
で
、
正
当

額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
（
県
民
参
画
課
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
４４
号

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

一
〇



措
置
の
状
況

預
金
利
息
に
つ
い
て
、
会
計
規
則
に

基
づ
き
、
平
成
１５
年
６
月
１２
日
に
収
入

手
続
を
行
っ
た
。

正
当
な
積
算
額
に
基
づ
き
減
額
調
定

を
行
い
、
差
額
分
を
平
成
１５
年
５
月
に

戻
出
し
た
。

監
査
の
結
果
（
対
象
機
関
）

ア
預
金
利
息
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

資
金
前
渡
職
員
の
預
金
口
座
に
２

円
の
預
金
利
息
が
生
じ
て
い
た
が
、

そ
の
後
の
事
務
処
理
を
怠
り
、
県
へ

の
収
入
手
続
を
執
っ
て
い
な
か
っ

た
。
（
国
際
課
）

イ
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に

係
る
管
理
諸
経
費
の
収
入
事
務
に
つ

い
て自
動
販
売
機
を
設
置
さ
せ
る
た

め
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可

を
行
っ
た
が
、
管
理
諸
経
費
（
電
気

料
）
の
積
算
を
行
う
に
当
た
り
、
月

間
稼
働
日
数
の
算
定
を
誤
っ
て
管
理

諸
経
費
を
収
入
し
て
い
る
の
で
、
正

当
な
積
算
額
と
の
差
額
分
を
戻
出
す

る
必
要
が
あ
る
。
（
青
少
年
・
男
女

共
同
参
画
課
）

ウ
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

指
導
注
意
事
項

出
張
内
容
の
把
握
が
不
十
分
で
あ
っ

た
た
め
、
旅
費
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
直
ち
に
出
張

し
た
職
員
に
対
し
返
納
通
知
を
行
い
平

成
１５
年
５
月
２１
日
に
当
該
職
員
か
ら
返

納
さ
れ
て
い
る
。

県
外
出
張
に
お
い
て
、
そ
の
経
路
の

確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
旅
費

支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
直
ち
に
出
張

し
た
職
員
に
対
し
返
納
通
知
を
行
い
、

平
成
１５
年
５
月
２
日
に
当
該
職
員
か
ら

返
納
さ
れ
て
い
る
。

扶
養
手
当
の
届
出
内
容
に
つ
い
て
、

定
期
的
な
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た

め
、
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
平
成
１５
年
８

月
分
の
給
与
支
給
に
際
し
精
算
を
行

い
、
返
納
さ
れ
て
い
る
。

（
ア
）
県
費
負
担
を
伴
う
会
議
に
お
い

て
、
職
員
の
個
人
負
担
を
伴
わ
ず

に
昼
食
が
提
供
さ
れ
た
た
め
日
当

を
減
額
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
額
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
日
当
の
２
分
の

１
相
当
額
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
（
総
務
学
事
課
）

（
イ
）
定
期
券
に
よ
る
公
共
交
通
機
関

利
用
の
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
経

路
に
通
勤
定
期
の
通
用
区
間
を
含

む
出
張
を
命
じ
、
旅
費
計
算
に
当

た
っ
て
通
勤
手
当
と
の
調
整
が
必

要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
調

整
を
せ
ず
誤
っ
た
額
の
旅
費
を
支

給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の

差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
。
（
統
計
調
査
課
）

エ
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

別
居
の
祖
母
を
扶
養
親
族
と
し
て

認
定
す
る
場
合
に
は
、
収
入
状
況
に

関
す
る
証
明
書
等
同
居
の
場
合
に
必

要
と
さ
れ
る
書
類
に
加
え
、
別
居
の

理
由
及
び
扶
養
の
方
法
を
具
体
的
に

記
載
し
た
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
と
し
て
い
る
が
、
運
用
上
の
要
件

で
あ
る
祖
母
へ
の
仕
送
り
額
が
、
祖

母
の
収
入
額
全
体
の
３
分
の
１
以
上

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
な
ど

が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
受
け

ら
れ
た
の
で
、
支
給
要
件
を
十
分
確

認
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１５
年
１０
月
１０
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
稠

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

総
務
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１４
年
度

３
措
置
の
状
況

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

一
一



入
力
訂
正
を
行
い
、
６
月
に
追
給
を

行
っ
た
。

制
度
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た

め
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
平
成
１５
年
６

月
分
の
給
与
支
給
に
際
し
精
算
を
行

い
、
返
納
さ
れ
て
い
る
。
（
総
務
学
事

課
）関
係
帳
簿
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
た
め
、
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
平
成
１５
年
６

月
分
の
給
与
支
給
に
際
し
精
算
を
行

い
、
返
納
さ
れ
て
い
る
。
（
税
務
課
）

制
度
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た

め
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
超
過
勤
務

手
当
の
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。

今
回
の
指
導
を
受
け
、
平
成
１５
年
６

月
分
の
給
与
支
給
に
際
し
精
算
を
行

い
、
返
納
及
び
追
給
さ
れ
て
い
る
。

（
総
務
学
事
課
）

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
（
東
讃
県

税
事
務
所
）

オ
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
転
車
で
通
勤
す
る
職
員
の
通
勤

手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
通
勤
距
離

の
入
力
を
誤
っ
た
た
め
、
通
勤
手
当

が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
受

け
ら
れ
た
。
（
危
機
管
理
課
）

カ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

（
ア
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
い
、
週
を
越
え
て
勤

務
を
要
し
な
い
時
間
を
定
め
た
た

め
、
割
り
振
っ
た
勤
務
時
間
に
対

し
１００
分
の
２５
の
割
合
で
超
過
勤

務
手
当
を
支
給
し
た
が
、
異
な
る

週
に
属
す
る
週
休
日
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
変
更
に
よ
り
、
初
め
に

新
た
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
っ
た

週
に
お
い
て
勤
務
を
要
し
な
い
日

又
は
時
間
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
結
果
的
に
当
該
週
の
勤
務
時

間
が
４０
時
間
を
超
え
な
か
っ
た
の

で
、
１００
分
の
２５
の
割
合
で
支
給

し
た
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を
返

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
総
務

学
事
課
、
税
務
課
）

（
イ
）
同
一
週
に
お
い
て
勤
務
時
間
の

割
振
り
変
更
を
行
っ
た
た
め
、
週

の
勤
務
時
間
が
４０
時
間
を
超
え
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
週
休

日
に
新
た
に
勤
務
を
命
じ
た
時
間

に
対
し
、
誤
っ
て
１００
分
の
２５
の

割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し

誤
っ
て
支
給
し
て
い
た
１００
分
の
２５

の
超
過
勤
務
手
当
を
返
納
さ
せ
た
。

ま
た
、
代
休
指
定
の
処
理
を
誤
っ
て

勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
と
同
様
の
処

理
を
行
っ
た
た
め
支
払
っ
て
い
た
１００

分
の
２５
の
超
過
勤
務
手
当
も
返
納
さ
せ

た
。
（
行
政
企
画
課
）

振
替
を
行
っ
た
超
過
勤
務
手
当
の
精

査
を
行
い
、
過
払
が
生
じ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
、
６
月
に
返
納
を
受
け
た
。

て
い
た
の
で
、
支
給
し
た
超
過
勤

務
手
当
相
当
額
を
返
納
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
休
日
に
勤
務
を
命
じ
た

場
合
に
、
誤
っ
て
勤
務
時
間
の
割

振
り
変
更
の
処
理
を
行
い
、
超
過

勤
務
手
当
を
支
給
し
て
い
た
の

で
、
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
の
返

納
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
代
休
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
勤

務
時
間
に
対
し
１００
分
の
１３５
の
割

合
で
休
日
給
を
追
給
す
る
と
と
も

に
、
休
日
給
が
支
給
さ
れ
る
正
規

の
勤
務
時
間
を
超
え
る
時
間
に
対

し
１００
分
の
１３５
の
超
過
勤
務
手
当

を
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
総

務
学
事
課
、
行
政
企
画
課
）

（
ウ
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、
割
り
振

っ
た
８
時
間
の
勤
務
時
間
を
超
え

た
時
間
に
対
し
て
は
１００
分
の
１２５

の
割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給

し
な
け
れ
ば
な
ず
、
ま
た
、
当
日

の
午
前
０
時
か
ら
午
前
５
時
ま
で

の
間
に
勤
務
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
時
間
に
対
し
１００
分
の
１５０
の
割

合
で
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
１００
分
の
１３５
及

び
１００
分
の
１６０
の
割
合
で
支
給
し

て
い
た
た
め
、
正
当
額
と
の
差
額

分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
危
機
管
理
課
）
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平
成
１５
年
６
月
分
給
与
で
、
追
給
及

び
戻
入
の
処
理
を
し
た
。

平
成
１５
年
５
月
２３
日
に
、
当
該
日
々

雇
用
職
員
に
賃
金
正
当
額
と
の
差
額
分

を
返
納
さ
せ
た
。

県
税
の
徴
収
確
保
は
、
財
源
確
保
及

び
税
負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
税
務

事
務
運
営
上
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
で

あ
り
、
こ
の
た
め
、
全
所
・
全
課
体
制

で
の
電
話
催
告
・
臨
戸
徴
収
は
も
と
よ

（
エ
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、
割
り
振

っ
た
８
時
間
の
勤
務
時
間
を
超
え

た
時
間
に
対
し
て
は
１００
分
の
１２５

の
割
合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
１００
分
の
１３５
の
割
合
で

支
給
し
て
い
た
た
め
、
正
当
額
と

の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。

ま
た
、
そ
の
勤
務
時
間
の
割
振

り
変
更
に
当
た
り
、
週
を
越
え
て

勤
務
を
要
し
な
い
時
間
を
定
め
た

者
に
つ
い
て
は
、
割
り
振
っ
た
勤

務
時
間
に
対
し
１００
分
の
２５
の
割

合
で
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
支
給
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
秘
書
課
）

キ
賃
金
の
支
給
に
つ
い
て

日
々
雇
用
職
員
の
賃
金
の
支
給
に

当
た
り
、
出
勤
日
数
を
誤
っ
て
算
定

し
た
た
め
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を

返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
法
務

文
書
課
）

ア
県
税
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て

県
税
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
税
の

滞
納
者
に
対
し
て
積
極
的
に
差
押
え

を
行
う
な
ど
、
徴
収
に
努
め
て
い
る

が
、
依
然
と
し
て
多
額
の
収
入
未
済

額
が
あ
り
、
引
き
続
き
効
果
的
な
徴

検
討
指
示
事
項

り
、
預
貯
金
・
給
与
等
の
差
押
え
や
差

押
不
動
産
の
公
売
の
ほ
か
、
夜
間
・
休

日
の
窓
口
開
設
を
行
う
な
ど
徴
収
対
策

の
一
層
の
充
実
強
化
に
取
り
組
ん
で
い

る
。こ
の
う
ち
、
差
押
え
に
つ
い
て
は
、

平
成
１４
年
度
に
は
１
，０９８
件
の
差
押
え

を
行
い
、
そ
の
う
ち
、
差
押
え
後
の
任

意
納
税
を
含
め
、
８１
百
万
円
余
を
徴
収

し
た
。

今
年
度
か
ら
は
、
新
た
に
、
自
動
車

本
体
の
差
押
え
を
実
施
す
る
ほ
か
、
滞

納
発
生
か
ら
差
押
え
に
至
る
期
間
を
半

年
程
度
に
ま
で
大
幅
に
短
縮
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
滞
納
処
分
の
捜
索
に
対

す
る
警
察
と
の
協
力
体
制
も
整
え
た
。

ま
た
、
収
入
未
済
額
の
約
４３
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て

は
、
地
方
税
法
に
よ
り
徴
収
事
務
を
委

託
し
て
い
る
市
町
に
対
し
、
共
同
催

告
、
共
同
徴
収
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て

い
る
が
、
新
た
に
県
が
直
接
徴
収
を
実

施
す
る
な
ど
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
数
年
来
、
諸
手
当
及
び
旅
費
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
通
知
な
ど
で
周

知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
後
も
、
よ
り
一
層
の
事
務
処
理
の
適

正
化
を
図
る
た
め
に
、
わ
か
り
や
す
い

Ｑ
＆
Ａ
を
作
成
し
、
所
属
に
周
知
す
る

と
と
も
に
、
行
政
企
画
課
の
ホ
ー
ム
ペ

収
確
保
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

（
税
務
課
）

イ
諸
手
当
等
庶
務
事
務
の
適
正
化
に

つ
い
て

諸
手
当
及
び
旅
費
の
支
給
に
関
す

る
誤
り
が
、
各
部
局
に
わ
た
っ
て
多

数
見
受
け
ら
れ
た
。

超
過
勤
務
手
当
、
旅
費
等
の
支
給

事
務
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
周
知
が

行
わ
れ
、
届
出
に
つ
い
て
再
確
認
の

指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
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ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
な
ど
の
対
策
を
講

じ
て
い
き
た
い
。

あ
る
が
、
事
務
処
理
上
の
誤
り
が
発

生
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

そ
の
原
因
と
し
て
、
担
当
職
員
の

理
解
不
足
や
不
注
意
は
も
と
よ
り
、

管
理
者
の
確
認
不
足
と
判
断
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。

つ
い
て
は
、
担
当
職
員
等
に
対
し

実
践
的
な
研
修
を
行
う
と
と
も
に
、

審
査
の
充
実
を
図
る
な
ど
、
同
様
の

誤
り
が
生
じ
な
い
よ
う
、
効
果
的
な

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
（
行

政
企
画
課
）

今
後
は
、
会
計
規
則
の
規
定
を
遵
守

し
、
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

特
殊
車
両
通
行
許
可
申
請
手
数
料
の

収
納
金
額
及
び
件
数
は
、
平
成
１５
年
８

月
に
修
正
手
続
済
み
で
あ
る
。

ま
た
、
同
手
数
料
に
係
る
証
紙
収
納

簿
に
つ
い
て
は
、
作
成
済
み
で
あ
る
。

坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
は
、
平

成
１５
年
８
月
の
給
与
で
返
納
済
み
で
あ

る
。河
川
砂
防
課
に
お
い
て
は
、
９
月
の

給
与
で
返
納
及
び
追
給
済
み
で
あ
る
。

長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
は
、
１０

月
の
給
与
で
返
納
の
手
続
を
行
う
。

徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
納
入
通
知
書
の
納

付
期
限
が
徴
収
期
限
を
超
え
て
い

る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
（
長

尾
土
木
事
務
所
、
善
通
寺
土
木
事

務
所
）

（
イ
）
道
路
占
用
料
等
を
履
行
期
限
ま

で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
当
該

履
行
期
限
後
２０
日
以
内
に
督
促
状

を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
督
促
状
の
発
行

が
遅
延
し
て
い
る
も
の
や
督
促
状

が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見

受
け
ら
れ
た
。
（
善
通
寺
土
木
事

務
所
）

イ
証
紙
収
入
事
務
に
つ
い
て

証
紙
に
よ
り
収
入
す
る
特
殊
車
両

通
行
許
可
申
請
手
数
料
の
平
成
１４
年

１０
月
分
証
紙
収
納
報
告
書
の
収
納
金

額
及
び
件
数
が
誤
っ
た
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
是
正
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
同
手
数
料
に
係
る
証
紙
収
納

簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
長
尾
土
木
事
務
所
）

ウ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

（
ア
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
っ
た
場
合
、
割
り
振

っ
た
８
時
間
又
は
４
時
間
の
勤
務

時
間
を
超
え
た
時
間
に
対
し
て
は

１００
分
の
１２５
の
割
合
で
超
過
勤
務

手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１００
分
の

１３５
の
割
合
で
支
給
し
て
い
た
の

措
置
の
状
況

申
請
者
に
早
く
書
類
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、

今
後
は
、
事
務
の
改
善
を
図
り
、
適
正

に
事
務
処
理
を
行
う
。

監
査
の
結
果
（
対
象
機
関
）

ア
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

（
ア
）
占
用
許
可
の
期
間
が
前
年
度
以

前
か
ら
継
続
し
て
い
る
道
路
占
用

料
及
び
河
川
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
平
成
１４
年
４
月
３０
日
ま
で
に

指
導
注
意
事
項

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
４５
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１５
年
１０
月
１０
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
稠

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

土
木
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１４
年
度

３
措
置
の
状
況
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坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
は
、
平

成
１５
年
８
月
の
給
与
で
返
納
済
み
で
あ

る
。河
川
砂
防
課
に
お
い
て
は
、
９
月
の

給
与
で
返
納
済
み
で
あ
る
。

平
成
１５
年
９
月
の
給
与
で
追
給
済
み

で
あ
る
。

平
成
１５
年
９
月
の
給
与
で
追
給
及
び

返
納
済
み
で
あ
る
。

で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納

さ
せ
又
は
追
給
す
る
必
要
が
あ

る
。
（
河
川
砂
防
課
、
長
尾
土
木

事
務
所
、
善
通
寺
土
木
事
務
所
）

（
イ
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
い
、
週
を
越
え
て
勤

務
を
要
し
な
い
時
間
を
定
め
た
た

め
、
割
り
振
っ
た
勤
務
時
間
に
対

し
１００
分
の
２５
の
割
合
で
超
過
勤

務
手
当
を
支
給
し
た
が
、
異
な
る

週
に
属
す
る
週
休
日
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
変
更
に
よ
り
、
初
め
に

新
た
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
っ
た

週
に
お
い
て
勤
務
を
要
し
な
い
日

又
は
時
間
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
結
果
的
に
当
該
週
の
勤
務
時

間
が
４０
時
間
を
超
え
な
か
っ
た
の

で
、
１００
分
の
２５
の
割
合
で
支
給

し
た
超
過
勤
務
手
当
相
当
額
を
返

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
河
川

砂
防
課
、
坂
出
土
木
事
務
所
）

（
ウ
）
週
休
日
に
新
た
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
い
、
週
を
越
え
て
勤

務
を
要
し
な
い
時
間
を
定
め
た
場

合
に
は
、
割
り
振
っ
た
勤
務
時
間

に
対
し
１００
分
の
２５
の
割
合
で
超

過
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支

給
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
追
給

す
る
必
要
が
あ
る
。
（
河
川
砂
防

課
）

（
エ
）
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た

り
、
超
過
勤
務
時
間
の
入
力
を
誤

港
湾
施
設
利
用
者
の
利
便
性
の
確

保
、
使
用
料
の
徴
収
確
保
及
び
高
松
港

管
理
事
務
所
の
人
件
費
等
徴
収
経
費
の

節
減
な
ど
を
考
慮
し
、
現
在
、
検
討
を

進
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
早

い
時
期
に
結
論
を
出
す
こ
と
に
し
て
い

る
。長
尾
土
木
事
務
所
、
坂
出
土
木
事
務

所
及
び
小
豆
総
合
事
務
所
に
つ
い
て

は
、
過
年
度
未
登
記
処
理
専
任
の
嘱
託

職
員
を
配
置
し
、
未
登
記
案
件
の
処
理

に
努
め
て
い
る
。
今
後
と
も
、
各
事
務

所
の
担
当
者
を
集
め
た
過
年
度
未
登
記

事
務
担
当
者
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
事

務
処
理
の
円
滑
化
に
努
め
る
。

適
正
な
管
理
を
図
る
と
と
も
に
、
関

係
者
と
の
協
議
に
よ
り
、
売
却
、
貸
付

け
、
移
管
等
の
処
分
に
努
め
る
。

っ
た
た
め
、
追
給
又
は
返
納
を
要

す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。

（
河
川
砂
防
課
）

ア
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
徴
収

に
つ
い
て

高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
徴
収

事
務
委
託
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
昨
年
度
の
定
期
監
査
に
お
い
て

検
討
指
示
事
項
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
在
、
関
係
者
と
協
議
し
な
が

ら
多
方
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
速
や
か
に
検
討
結

果
を
得
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

（
港
湾
課
）

イ
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て

は
、
計
画
的
な
取
組
み
に
よ
り
一
定

の
改
善
成
果
は
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
依
然
と
し
て
相
当
の
未
登
記
件

数
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
引
き
続

き
登
記
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
必

要
が
あ
る
。
（
土
木
監
理
課
）

ウ
廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
の
管
理
及
び

処
分
に
つ
い
て

廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
が
相
当
数
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態

を
的
確
に
把
握
し
、
適
切
な
管
理
及

び
処
分
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ

る
。
（
道
路
保
全
課
、河
川
砂
防
課
）

検
討
指
示
事
項

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
月
十
日

（
第
九
〇
七
二
号
）

一
五
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